
        
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 相模原市コールセンター 電話０４２（７７０）７７７７ 
（午前８時～午後９時 年中無休） 

  ※専門的なお問い合わせや、個人情報に関するお問い合わせは、担当部署に取り次ぎます。 

なお、平日午前８時３０分～午後５時の対応になります。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

   ★各月の申込み期日はこちら↓※詳細は５ページを参照 

利用開始月 申込み締切日 

４月 
（１次）令和７年１１月７日（金） 

（２次）令和８年２月６日（金）  

５月 令和８年４月１０日（金） 

６月 令和８年５月８日（金） 

７月 令和８年６月１０日（水） 

８月 令和８年７月１０日（金） 

９月 令和８年８月１０日（月） 

１０月 令和８年９月１０日（木） 

１１月 令和８年１０月９日（金） 

１２月 令和８年１１月１０日（火） 

１月 令和８年１２月１０日（木） 

２月 令和９年１月８日（金） 

３月 令和９年２月１０日（水） 

 

＜令和 8 年度利用希望者用＞  

認 定 こども園 ・ 保 育 所 等 施 設  

利 用 申 込 みのご案 内  

お問い合わせ

認定こども園・保育所等施設利用申込みのご案内説明動画はこちら→ 

このご案内で利用の申込みができるのは、次の施設等です。 

①認定こども園（保育区分） ②認可保育所 ③小規模保育事業 ④事業所内保育事業（地域枠） 

※教育区分（１号認定）はこの申込みの対象外です。 



認定こども園・保育所等施設利用申込みのご案内 
 

目       次  

 

№ 項 目  ペ ー ジ  

１ 申 込 み か ら 利 用 開 始 ま で  １  

２ 施 設 ・ 事 業 者 の 利 用 と 教 育 ・ 保 育 給 付 支 給 認 定  ２  

３ 保 育 を 必 要 と す る 事 由 及 び 教 育 ・ 保 育 給 付 支 給 認 定 期 間  ３  

４ 保 育 の 必 要 量  ４  

５ 教 育 ・ 保 育 給 付 支 給 認 定 申 請 及 び 利 用 申 込 み 手 続 き  ５  

６ 利 用 開 始 後 の 注 意 事 項  1 0  

７ 利 用 者 負 担 額 等 に つ い て  1 2  

８ 一 時 保 育 ・ さ が み は ら 休 日 一 時 保 育 に つ い て  1 4  

９ そ の 他  1 4  

 重 要 事 項 確 認 項 目  1 6  

 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 利 用 選 考 基 準 点 数 表  1 7  

 令 和 ８ 年 度 の 利 用 者 負 担 額 （ ０ ～ ２ 歳 児 ） に つ い て  2 0  

 施 設 ・ 事 業 者 一 覧 に つ い て  2 2  
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1 申込みから利用開始まで 
※７ページ「◎申込みにあたっての注意事項」をよくご確認の上、お申込みください。 

 

〈 原則として、利用開始日は各月の１日です 〉 

 

◇利用開始までの流れ◇ 

 

● 希望施設等を決める前に、施設見学（原則児童同伴）を行ってください。  

※食物アレルギーがある場合や健康又は発達面での配慮が必要な場合

は、施設等により対応状況が異なりますので、必ず見学時に確認して

ください。 

 

● 郵便で申請した場合は、書類到達後、概ね２週間前後で受付控を発送 

します。 

※電子申請の場合は、不備書類がある場合、概ね２週間前後で受付控を

発送します。不備書類がない場合は、送信完了メールをもって受付控

に代えさせていただきます。 

 

● 市が「有効期間と保育の必要量」の認定を行います。 

 

● 審査基準に基づき、市が優先度の高い児童から利用の決定を行います。 

 

● 利用調整の結果を通知にてお知らせします。また、利用の可否にかかわ

らず、給付支給認定の内容を記載した「給付支給認定（変更）通知書」

を同封します。 

※４月入園（１次申込み）の結果通知は、令和８年１月１６日（金）頃に

発送予定です。 

※利用できない場合は、その後定員に空きが出た際に、改めて利用調整

の対象となります。今回提出していただいた利用申込みは、令和９年

３月末日まで有効です。なお、利用不可通知は最初の利用調整時のみ

送付します。 

※一度入所申請を行った方が年度途中で希望園を変更する場合は、再度

入所申請書類を提出する必要はありません。「保育施設等利用申込変

更届出書」を提出してください。 

 

 

● 利用開始に先立ち、利用施設等から用意が必要なものなどを説明します。 

※認定こども園、公立保育所、地域型保育事業に入園する場合は、利用

施設等と保護者の間で、利用について直接契約を交わす必要がありま

す。 

 

 

● ４月入園の場合は例年３月末に、年度途中入園の場合は利用調整結果

通知と同時に、利用者負担額の決定通知を送付します。なお、３～５

歳児クラスの保育料は０円となります。 

 

 

 

● 入園後は、慣らし保育（１０ページ ６（１）を参照）を経て、通常

の保育となります。 

見学 

給付支給認定申請 
及び利用申込み 

給付支給認定 

利用調整 

入園説明会・契約 

利用者負担額の決定 

利用開始 

利用調整結果の 
お知らせ 

    …保護者が行うもの     …市が行うもの   
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２ 施設・事業者の利用と教育・保育給付支給認定 

 各施設・事業者（以下「施設等」といいます）を利用するための教育・保育給付支給認定（以下「給

付支給認定」といいます）を受ける基準は、法令等によって定められており、児童の年齢と、認定区分

及び保育の必要量（４ページ ４を参照）により給付支給認定を行います。 

 

認定区分と利用可能施設等 
認定 

区分 
児童の年齢 認 定 条 件 利用できる施設等 

１号 

満３歳から 

小学校就学前 

満３歳以上で、幼稚園等での教育を希望する

場合（この申込みの対象外） 

幼稚園（給付対象施設） 

認定こども園 

２号 

満３歳以上で、「保育を必要とする事由」（３

ページ ３参照）に該当し、保育所等での教

育及び保育を希望する場合 

認可保育所、認定こども園 

３号 満３歳未満 

満３歳未満で、「保育を必要とする事由」（３

ページ ３参照）に該当し、保育所等での保

育を希望する場合 

認可保育所、認定こども園 

地域型保育事業 

 
 
◎給付支給認定保護者 

給付支給認定は、市内に居住し、児童を監護している（生活面や経済面で児童の面倒を見ている）

保護者からの申請により市が認定を行います。認定を受けることとなった場合、給付支給認定申請

書の「申請保護者」欄に記載のある保護者が「給付支給認定保護者」となります。 

・利用調整や給付支給認定、利用者負担額に関する通知等は、全て「給付支給認定保護者」宛に

送付します。 

・申込内容や世帯状況に変更が生じた場合は、「給付支給認定保護者」による手続きが必要です。 

・利用者負担額の支払義務が発生します。 

※今回の申込みに係る児童やきょうだい児で以前に認定を受けている場合は、「申請保護者」欄に

は同じ方を記入してください。 

 

 

◎施設等の種類 
２・３号の申込対象施設等は、２２ページに掲載のリンク先より「施設・事業者一覧」を参照し

てください。 

種類 施設等 認定区分 施設等の説明 

施 設 型 

給 付 

対象施設 

幼 稚 園 １号 

教育の基礎を培うものとして児童を保育し、家庭や地

域に対して幼児期の教育の支援を行う学校。 

※この申込みの対象外のため、各園へ直接申込んで

ください。 

認 定 

こども園 

幼稚園型 １～３号 保育所と幼稚園の機能・特長をあわせ持つ施設。園

により利用できる年齢、認定区分が異なります（１

号認定は園へ、２・３号認定は市に申込んでくださ

い）。 

幼保連携型 １～３号 

保育所型 １～３号 

認 可 保 育 所 ２・３号 
家庭で児童を保育できない保護者に代わって、児童

を保育する施設。 
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種類 施設等 認定区分 施設等の説明 

地域型 

保育事業 

小 規 模 

保育事業 

Ａ型 

３号 

少人数（19 人まで）を対象に、保育士が保育を行い

ます。 

Ｂ型 
少人数（19 人まで）を対象に、保育士と研修を受け

た保育従事者が保育を行います。 

Ｃ型 

少人数（10 人まで）を対象に、保育士と研修を受け

た保育従事者がグループ型の家庭的保育を行いま

す。 

事業所内保育事業 
企業内の保育施設などで、従業員の児童のほか、地

域の児童も一緒に保育します。 

 

● 分園について 

分園は、独立した保育所ではなく、本園とは別の場所で本園と一体的に運営される施設です。

分園が設置されている保育所では、受入年齢に該当する児童は原則として分園へ通い、それ以外

の年齢の児童は、本園に通園することになります。 

 

● 連携施設について 

地域型保育事業では、認定こども園、保育所、幼稚園を連携施設にしている事業者があり、合

同保育や園行事への参加など園児の交流や、保育者がやむを得ない事情で保育ができない場合に

代わって保育を行う等の連携を行っています。また、連携施設が地域型保育事業の卒園児の受入

れ枠を設けている場合、３歳児クラスからは連携施設に通うことができます。連携先については、

園にご確認ください（ただし、連携施設ごとに受入れ定員があり、申込み状況により希望する連

携施設に通うことができない場合もあります）。 

 

３ 保育を必要とする事由及び教育・保育給付支給認定期間 
保育を必要とする 

事由 

教育・保育給付支給認定期間（以下「給付支給認定期間」といいます） 

（いずれも利用児童が小学校に入学する年の３月末日までの範囲内） 

就 労 月６４時間以上の就労が継続する期間 

求職活動 

（就労内定・起業準備

を含む） 

利用開始日から９０日を経過する日が属する月の末日までの範囲内で、

就労を開始するまでの期間 

妊娠・出産 出産予定月と前後２か月ずつの最長５か月間 

病気・けが・障害等 診断書等に基づき市長が必要と認める期間 

同居または長期入院 

している親族等の介護 

診断書等に基づき市長が必要と認める期間 ※認定には月６４時間以上

の介護等が必要です。 

就 学 
学校等の卒業予定日または修了予定日が属する月の末日までのうち、市

長が必要と認める期間 ※認定には月６４時間以上の就学が必要です。 

災害復旧 災害復旧状況に応じて市長が必要と認める期間 

そ の 他 状況に応じて市長が必要と認める期間 

 

※児童の心身の状況や施設等の状況により、施設等の利用ができない場合や、利用開始までに時間

を要することがあります。 

※給付支給認定期間以降、引き続き施設等の利用を希望する場合は、再度、保育を必要とする事由

を証明する書類を提出し、改めて給付支給認定を受ける必要があります。 

※「求職活動」による認定については、続けて同じ事由での施設等の利用は出来ません。給付支給

認定期間以降、引き続き施設等の利用を希望する場合は、別の保育を必要とする事由の書類の提

出が必要です。 
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４ 保 育 の 必 要 量  

２号認定または３号認定を受ける方については、必要とする保育時間に応じて、保育の必要量

を認定します。申請書に「必要とする保育時間」及び「保育の必要量」を記入してください。 

※実際の預かり時間は施設と調整いただいた上での決定となります。 

 

必要量区分 利用可能時間 延長保育（有料）時間 備     考 

保育標準時間 

通常開所時間 

（原則８時間以上 

 最大１１時間） 

通常開所時間を 

超える時間 
主にフルタイムの就労を想定 

保育短時間 
施設等の定める時間 

（８時間以内） 

施設等の定める 

時間を超える時間 

主に短時間の 

パートタイム就労を想定 

 

※保育標準時間と保育短時間の月額利用者負担額の差は 1.7％（0～1,000 円）程度です。 

 

≪基本的な例≫ 7：00～18：00 を通常の開所時間とする施設等の例 

7：00    8：30              16：30    18：00 

 

 

● 延長保育 《延長保育に関することは、希望施設等に直接お問い合わせください。》 

通常の開所時間を超えて保育を行う延長保育を実施しています。 

延長保育を利用する場合には、通常の利用者負担額とは別に、延長保育利用料が必要です。 

なお、保育短時間認定の場合は、施設等の定める８時間を超えた部分については延長保育の扱

いとなるため、結果として利用者負担額と延長保育の利用料の合計が保育標準時間の利用者負担

額を上回る場合があります。 

 

※開所時間、延長保育の実施及び延長保育時間については、施設等によって異なります（２２

ページに掲載のリンク先より「施設・事業者一覧」を参照）。 

 

※原則、日曜、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）は休園日となります。その他の休

園日は、施設等によって異なりますので、詳しくは各施設等にお問い合わせください。 

保育標準時間 原則８時間～最大１１時間 
延長保育 

（有 料） 
保育短時間 

延長保育 

（有 料） 
施設等の定める８時間 

延長保育 

（有 料） 
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５ 教育・保育給付支給認定申請及び利用申込み手続き 
 
◎申込みの対象 

・利用申込みの対象は、次の①②の両方を満たしている方です。 

①保護者（及び児童）が、申込み日時点で相模原市に住民登録している 

※原則としてすでに出生しているお子さまについて申込みいただくこととなりますが、４月入園

の１次申込みに限り、出産予定日が令和７年１２月３１日（水）までの場合の申込みを受付け

ます。詳しくは下記申込み方法を参照してください。 

 

※市外にお住まいの方の申込みについては、９ページの「市外の方が相模原市内の施設等の利

用を希望する場合」を参照してください。 

 

②慣らし保育（１０ページ ６（１）を参照）終了後に、保育を必要とする事由に該当している 

※施設等を利用するためには、慣らし保育の期間を除き、保育を必要とする事由（３ページ ３

を参照）に該当している必要があります。育児休業などからの復職の場合は、特に注意して

ください。 
 

◎申込み方法 

４
月
入
園
（
１
次
申
込
み
） 

＜申込受付期間＞ 令和７年１０月６日（月）～１１月７日（金）（必着） 

※８・９ページの「利用申込みの必要書類」③④に限り、申込受付期間に間に

合わない場合は、令和７年１１月２８日（金）（必着）までに、第１希望の

施設等を所管する子育て支援センターに直接提出してください。 

＜申 込 方 法＞  ①電子、②郵送、③窓口受付（該当の方のみ）の方法があります。 

＜調 整 結 果＞  令和８年１月１６日（金）頃発送予定 

【①電子（LoGo フォーム）】 

・スマートフォンやパソコン等による利用申込みができます。 

 ・８・９ページの「利用申込みの必要書類」のうち③以降を 

電子データ（PDF・画像ファイル）でご用意ください。 

 ・詳しくは市のホームページをご覧ください。 

 ・申込み後は、送信完了メールをご確認いただき、大切に保存してください。 

※窓口受付に該当する方、市外在住の方は申込みできません。 

【②郵送】 

〒252-5277 相模原市中央区中央２－１１－１５ 

相模原市役所 利用申込事務センター宛（保育課経由） 

※８・９ページの「利用申込みの必要書類」をそろえ、内容を確認のうえ、封筒に切手

（郵送料を事前に確認してください）を貼付して郵送してください。 

※きょうだい同時申込みの場合、できるだけ１つの封筒に同封のうえ郵送してください。 

※窓口受付に該当する方、市外在住の方は申込みできません。 
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【③窓口受付】 

利用申込みは、原則電子または郵送となりますが、次の項目に該当する方については、

園での安心な生活に向け詳しい状況が伺えるよう窓口受付となります。児童を同伴の

うえ（出産予定児童の申込みを除く）、【受付場所】の窓口へお越しください。該当す

る方が郵送申込をした場合は、状況に応じて窓口へお越しいただく場合があります。 

 

◎重篤なアレルギーがあり、配慮が必要な児童 

◎食事制限や服薬管理が必要な児童 

◎病気やけがの既往歴があるなど、健康面や発達面において、園での生活に配慮が必

要な児童（母子健康手帳と、その他お子さまの健康状態が確認できるものがあれば

持参してください） 

◎児童の養育上の課題を抱えている方 

◎外国出身などで、保護者がともに日本語でのやり取りに慣れていない方 

◎出産予定児童の利用申込みをする方（１次申込みに限る） 

※出産予定日が令和７年１２月３１日（水）までの場合に限ります。母子健康手帳

の写し（表紙及び分娩予定日の記載欄）など、出産予定日がわかる書類を持参し

てください。また出産後、令和８年１月６日（火）までに氏名、性別、健康状態

等の届出が必要です。 

◎相模原市以外の施設等の利用を希望する方（１０ページを参照） 

 

【受付場所】 第１希望の施設等を所管する子育て支援センター 

（２２ページに掲載のリンク先より「施設・事業者一覧」を参照） 

※予約は不要ですが、待ち時間が長くなることもありますので、余裕をもってお越し

ください。 

 

【受付時間】 平日（開庁日）午前８時３０分～正午、午後１時～５時 

４
月
入
園 

(

２
次
申
込
み) 

１次申込みの受付期間後の申込みについては、１次申込みの利用調整後に、定員に空

きがある場合のみ利用調整を行います。１次申込みで利用が決定した場合は申込みの対

象とはなりません。 

＜申込受付期間＞ 令和７年１１月１０日（月）～令和８年２月６日（金）（必着） 

＜申 込 方 法＞   ２次申込みからはじめて申込みを行う方は、１次申込みと同様の手

続きが必要です。受付期間内にすべての書類を提出してください。

１次申込みで利用不可となった場合の利用希望施設等の変更等の

届出はこの期間に行ってください。 

＜調 整 結 果＞   令和８年２月２５日（水）頃発送予定 

年
度
途
中
入
園 

(

５
月
以
降) 

＜申 込 期 限＞  利用開始希望日の前月１０日 必着 

（１０日が閉庁日の場合直前の開庁日） 

＜申 込 方 法＞  １次申込みと同様の手続きが必要です。ただし、申込期間内にすべ

ての書類を提出してください。 

＜調 整 結 果＞  利用開始希望日の前月２０日頃発送予定 
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◎申込みにあたっての注意事項 

１ 事前に児童同伴で施設見学を行ったうえで、必ず利用可能な施設等のみを記入してください

（利用申込書の「利用希望施設等」欄は、６か所すべてに記入する必要はありません）。 

見学の際は外観を見るだけでなく、保護者が施設等に直接連絡し、日時を予約してから必ず

施設等からの説明を受けてください。 

利用可の決定の連絡後、利用を辞退した場合、申込み自体を取り下げていただきます。また、

利用を希望する施設に見学を行っていない場合、利用調整ができない場合があります。 

 

２ 申込みの対象となる施設等の利用（予定）可能人数は、市ホームページをご覧ください。 

１次申込みの利用可能人数 令和７年１０月１日（水）から公開 

２次申込みの利用可能人数 令和８年１月１９日（月）から公開 

５月以降の利用可能人数  前月の１日から公開 

 

３ 令和８年４月１日以前に転出した場合は、内定・入園が取消になる場合があります。申込み

後、引越しや退職など家庭状況や希望施設等の変更があった場合は、すみやかに第１希望の施

設等を所管する子育て支援センターに連絡及び保育施設等利用申込変更届出書を提出してくだ

さい。なお、１次申込みに限り令和７年１１月２８日（金）までに提出があった内容を基に利

用調整を行います。 

 

４ 今回提出していただいた申込みは、令和９年３月末日まで有効です。 

 

５ ネットワーク障害、郵便事故への対応はできません。余裕を持って申込んでください。 

 

６ 締切日間際には書類の提出が集中するため、受付控の発送や不備書類の連絡が提出期限まで

に間に合わない場合がありますので、余裕を持って申込んでください。提出期限までに、未提

出又は書類不備によりすべての必要書類がそろわない場合、選考基準点数が通常よりも低く算

定される場合があります。 

 

７ 利用開始日は、原則として利用開始希望月の１日です（特別な事情がある場合を除く）。 

 

８ 転園は決定と同時に在園中の施設等に他の児童が入園決定します。そのため転園決定を辞退

した場合も、元の施設等には戻れません。 

 

９ 育児休業からの復職に伴って利用申込みする場合は、概ね３週間の慣らし保育（１０ページ  

６（１）を参照）終了後、利用開始月内に復職してください（例：４月１日に入園する場合は、

４月中に復職する必要があります）。復職日が１日である場合に限り、復職する前月を利用開始

希望月とすることが可能です。 

 

10 育児休業取得中の利用申込みは（転園を含む）、育児休業からの復職とあわせて転園を希望す

る場合のみ可能です。 

 

11 育児休業の延長等を目的に、施設等を利用しないことが前提の利用申込みは受付けません。 

 

12 提出する書類の写しが必要な場合は、申込者が事前に用意してください。申込み後の対応は

できません。 

 

13 申請が集中する時期は審査に時間を要するため、支給認定通知書及び利用結果通知書は申請

から３０日を超えて発送する場合があります。 
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◎利用申込みの必要書類 

・すべての必要書類が提出されない場合、選考基準点数等が通常よりも低く算定される場合があ

ります。 

・必要に応じその他の書類等の提出を依頼することがあります。 

※電子で申込みの場合は、③以降の書類を電子データ（PDF・画像ファイル）でご用意ください。

①及び②はフォームに入力する方法となりますので、書類の作成は不要です。 

① 

特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業利用申込書兼子ど

ものための教育・保育給付支給

認定申請書 

申込む児童１人につき１部の提出が必要です。 

※申込書兼申請書は２枚（両面）すべて記載してください。 

② 

特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等利用に係

る個人番号等届出書（番号確認、

身元確認書類の写しを含む） 

個人番号（マイナンバー）について市に届け出ていただくた

め、１世帯につき１部の提出が必要です。 

※届出書のほか、申請保護者の個人番号及び身元確認できる

ものの写しがそれぞれ必要です。詳しくは、個人番号等届

出書の表面下段を参照してください。 

③
※
保
護
者
そ
れ
ぞ
れ
の
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い 

保
育
を
必
要
と
す
る
事
由
（
３
ペ
ー
ジ 

３
を
参
照
） 

別
の
必
要
書
類 

就労 

(1)就労証明書（指定用紙） 

※利用のご案内またはホームページに掲載されたものを提

出してください。 

※自営業の場合は事業主が証明してください。 

(2) 自営業等就労状況報告書 

※自営業等の場合に提出が必要です。 

育児休業後、従前の職場 

に復帰する 

就労証明書（指定用紙） 

※就労状況に加え、就労証明書内 No.８・９・１１への記載

が必要です。 

※復職後２週間以内に、再度、復職日の記載のある就労証明

書の提出が必要です。 

求職活動 

（就労内定・起業準備を

含む） 

〈求職活動中の場合〉 

求職活動に関する申立書及び求職活動の内容を証明するも

の（ハローワークカード、派遣登録証、雇用保険受給資格者

証の写しなど） 

〈仕事先が内定している場合〉 

就労証明書（指定用紙） 

※自営業の場合は事業主が証明してください。 

出産前後である 

母子健康手帳の写し（表紙と出産予定日がわかるページ） 

※出産前後の期間以外も継続して保育所等の利用を希望す

る場合は、出産前後の期間以外の保育事由で必要となる書

類を併せて提出してください。 

病気・けがのため 

診断書 

※保育ができない状態である旨及びその期間の記載が必要

です。 

障害がある 
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等、該

当するものの写し 

同居または長期入院し 

ている親族の介護のた 

め 

被介護者の診断書（常時介護を必要とする旨及びその期間の

記載が必要）、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健

福祉手帳または介護保険被保険者証（要介護１～５）の写し

及び介護スケジュール表（任意様式） 

学校に通っている 
在学証明書及びカリキュラム等の写し 

※就労に資することを目的に、大学・各種専門学校等のもの 

その他の事由 
第１希望の施設等を所管する子育て支援センターに確認し

てください。 
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＜きょうだい同時申込みの場合＞ 

・③～⑥のうち、原本を提出する必要がある書類については、きょうだいのうち１人に原本を添

付し、２人目以降は写しの添付でもかまいません（写しに、「原本は○○（児童の氏名）の申

込みに添付」と朱書きしてください）。 

＜祖父母と同居している場合＞ 

・保護者の市区町村民税が非課税かつ同居している祖父母が申込児童を税法上の扶養としている

場合は、祖父母のいずれか税額の高い方を合算して利用者負担額を決定します。該当する場合

には、祖父母の税資料の提出を依頼することがあります。 

 

 

 

・申込日時点で住民登録されている市区町村の窓口で、相模原市の申込み期限までに書類が到着

するように余裕をもって申込んでください。当該市区町村の必要書類に加え、８・９ページの

利用申込みの必要書類①～⑥（※②を除く）と申込児童の氏名・生年月日が確認できる書類（例：

マイナンバーカード表面等の写し）を全て提出してください。 

 

・原則として選考基準点数等を０点とし、相模原市民の利用調整の結果、空きがある場合のみ選

考の対象とします（４月入園については、申込み時期にかかわらず２次申込みの扱いとなりま

す）。ただし、利用開始希望月の前月末までに、相模原市に転入（住民登録の異動が必要）の予

定がある方は、上記に加え相模原市内の転入先の住所や転入可能年月日が確認できる書類（家

屋の売買契約書や賃貸契約書の写し、相模原市在住者の同居申出書（任意様式）など）の添付

がある場合のみ、相模原市民と同等に選考します（４月入園は１次申込みから可能です）。なお、

市内転入後に、利用決定した施設等（利用不可の場合は第１希望の施設等）を所管する子育て

支援センターの窓口で、再度申込みの手続きが必要です。 

④ 

利
用
者
負
担
額
決
定
・
利
用
調
整
事
務
の
た
め
の
必
要
書
類 

ア 利用開始希望日が 

令和８年８月以前 

保護者または生計の中心

者のうち、令和７年１月１

日に相模原市以外の市区

町村に住民登録があった

方、または令和６年中に国

外で収入を得ている方が

いる場合 

【他市区町村に住民登録があった場合】 

該当する方の令和７年度市区町村民税課税証明書 

※税額控除の記載のある証明書を提出してください。取得

方法等は令和７年１月１日時点の住民登録地にお問い合

わせください。 

【国外で収入があった場合】 

令和６年１月～１２月の収入金額の合計が確認できる書類

（外国語で記載されている場合は日本語訳を添付） 

イ 利用開始希望日が 

令和８年９月以降 

保護者または生計の中心

者のうち、令和８年１月１

日に相模原市以外の市区

町村に住民登録があった

方、または令和７年中に国

外で収入を得ている方が

いる場合 

【他市区町村に住民登録があった場合】 

該当する方の令和８年度市区町村民税課税証明書 

※税額控除の記載のある証明書を提出してください。取得

方法等は令和８年１月１日時点の住民登録地にお問い合

わせください。 

【国外で収入があった場合】 

令和７年１月～１２月の収入金額の合計が確認できる書類

（外国語で記載されている場合は日本語訳を添付） 

⑤ 

利用開始希望日時点で、６０歳未

満の祖父母と同居しており、か

つ、その祖父母が保育を必要とす

る事由に該当する場合 

③のいずれか（就労証明書、診断書など） 

※提出がない場合、利用選考基準調整点数が減点されます。 

⑥ 離婚前提で別居している方 
離婚前提であることが確認できる書類（例:調停期日通知書

の写し等）、生活状況の申立書（任意様式） 

市外の方が相模原市内の施設等の利用を希望する場合 
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・保育士、幼稚園教諭、保育教諭としての勤務実態を有する（予定を含む）保護者のうち、相模

原市内の保育所等に就労（内定を含む）する方は、次の全てに該当する場合に相模原市民と同

等に選考します（４月入園は 1 次申込みから可能です）。 

① 就労する保育所等からの推薦書が、利用希望施設等を所管する子育て支援センターに提出さ

れた場合（推薦書については、事前に就労する保育所等に相談してください。） 

② 相模原市内の施設等の利用が第１希望である場合 

詳しくは、利用希望施設等を所管する子育て支援センターにお問い合わせください。 

 

 

 

・相模原市外の施設等の利用を希望する方は、その市区町村の締め切りの１０営業日前までに居

住地を所管する子育て支援センターの窓口で当該市区町村の必要書類に加え、８・９ページの

利用申込みの必要書類①～⑥全て提出してください。入園前に当該市区町村へ転出予定の方は

②は不要です。市区町村ごとに受付期間や必要書類等が異なるため、必ず事前に施設等所在地

の市区町村の担当部署に確認したうえで申込んでください。 

 

６ 利用開始後の注意事項 

（１）慣らし保育について 

利用開始から、児童が集団生活に慣れるまでの間は、通常よりも短い時間で慣らし保育を行い

ます。慣らし保育の期間は利用施設等と保護者で相談のうえ決めていただきますが、概ね３週間

です。なお、この期間も通常の利用者負担額をお支払いいただきます。 

 

（２）育休中・産休中等で入園された場合について 

育児休業及び産前・産後休業等からの復職を理由に入園された方は、復職後、必ず「復職日」欄が

記載された『就労証明書』を利用施設等に提出してください。なお、４月入園された方につきまして

は、年１回の「子どものための教育・保育給付家庭状況届出書（現況届）」でのご提出ではなく、復職

後、２週間以内に「復職日」欄が記載された『就労証明書』を提出してください。提出がない場合は

退園していただくことがあります。 

 

（３）求職活動をされる方や就労内定の方の給付支給認定期間について 

給付支給認定期間は、利用開始日（または利用開始希望日）から９０日を経過する日が属する月の

末日までです。就労を開始した場合、給付支給認定期間が終了する月の１５日までに『就労証明書』

を提出してください。 

なお、給付支給認定期間が終了する月の１５日までに『就労証明書』が提出されない場合は、

原則、給付支給認定期間終了日をもって退園していただきます。 

 

（４）給付支給認定区分の変更及び給付支給認定申請の内容の変更等について 

利用開始後、保育を必要とする事由等に変更が生じた場合、『子どものための教育・保育給付支

給認定変更申請書兼変更事項届出書』を利用施設等に提出してください。変更の内容によっては、

添付書類が必要となる場合がありますので、詳細は利用施設等又は利用施設等を所管する子育て

支援センターにお問い合わせください。 

（提出が必要な例） 

・保育を必要とする事由が変更となった場合（例：求職活動をすることとなった、産前産後休業・

育児休業を取得することとなった等） 

・保育の必要量を変更する場合（変更を希望する月の前月１５日までに、利用施設等に提出して

ください。） 

・勤務先の変更、市内での転居、家族構成の変更（結婚、離婚、祖父母との同居）があった場合 

※現在の保育を必要とする事由に該当しなくなった場合は、利用施設等を退園するか、認定区分

を変更していただくことになります。 

市外の施設等の利用を希望する場合 




